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この害は著者が1956年：•こ執筑した同名の内に対して，

その後改訂を加えた後1962年に出版したものである。こ

の第 1版が出版されて以後の中康諸困では政治的にも経

済的にもいくつかの変転が見られたが，なかんずく 1958

年にはシリアがニジプトと合併してアラフ゜述合共和源が

粘成されたほか，イラクにおいては1958年7月14日の革

命によってカセム政権が成す＿し，その後Iii]年10月には股

地改革法が胞行されるなどの変化が見られた。しかしな

がら著名ーウォリナーが指摘しているごとく，第 1版が害

かれた1956年当時の各国此業呪i'lのもつ却本的1a喝はそ

の後もなお検討を要する問題}＿して未解決のまま存在し

ているために， 1962年の第2版においても多少のi卸正を

加えたまま第 1版の各卒はそのまま残されている。箸．者

が第 2阪において新た：こ取り上げた泌論としては， 1961

年 1月から 2月にかけてのエジプト訪l1りによって詞在し

た品村共同体あるいは此業協同組合による品地改革の遂

行過程に関する緑告（国述への毅告）の殴か， 3年問の

早ばつのために dryfarmの限界が知らされたシリア股

業における潅漑批業の必要性，エジプトとの分離によっ

-cふたたびIn11illに復した』と地改革等がとりあげられてい

る。

蒋考はこの世の序論の中で£1地改革なる、り］語をあまり

広義に解することは危険であって， 「股地改革」は(1)典

地の再分面と，（2濃地に関する椛利の再分配のみを、な味

するのであり，それ以外の制度的改i'（らすなわ叫背地条

件にOOする規池労佛立法等に影9I）iを与えるil:tl疫改箪，

提民の移住の問題等は「批梁構造の改脱という1t義の

概念の中に含めるのが適切であると指摘している。

股地改革

麟構造の改革｛ ｛翡箆裔酔る権利の再分陀

繹的改革

凰晶贔這
労働条件（労勁立法）等

ンCの理由として箸者は，アラブi諸国の中では土地所有

の独占的形態が署しい特倣であるために，ローマのラテ

ィフンディヤと同様に土地価格あるいは地代の聡・i'tが一

般的となり，農民の宜の1り分陀を不公平にしていると；杓

える結果， fこれが土地を所有するかという1!]題に［足地改

•1'liHj遁の議論の中心が向けられるぺきであると主張して

いる。

このiりの内容は，第 13h「エジプトの股地改革」，第2

窄「半月形地方（シリア，レパノンおよびイラク）にお

ける社会構澁と技術的変化」，第 34i:「シリアの私企菜」，

第4章「イラクにおける金磁」の 4章に分かれており，

副臨・こ示されているごと＜ 9.:r.ジプト，シリアおよびイ

ラクの設業問題あるいはそれに関辿して商業咬本の発展

が菰班研究の対象となっている。第 2版の）lil派修正に際

しては， 1%1年現在にみられるエジブ lは地改革上の最

近の政策や制疲的改Wi．が述べられているが，企体として

努者の分析の中でもっとも力点が既かれている部分は，

エジプト型の農架とシリア型の股業との対比であって，

エジプト品榮が潅漑iこ依存する，安定的， i轄ー的生施方

法を採るのに反して，シリア此菜は生産ガ法の地域差が

培しく．しかも不安定な降I饂：に依存する dryfarming 

であること， しかしながら他而エジプトの場合は常に批

業生産性の増））ll率を上回る人口!\~加があるといった自然

条件の庄力が強いの；こ反して，シリアの場合には，地域

郷こはむしる労拗力不足状浪が見られながら，これをカ

パーするものとして商栗狡本による沢本主義がJi蒻を経営

が拡大生産をもたらしつつあることを指摘しており，し

たがって，エジプトiこおいて採用された社会主義的・画

ー的な土地再分配という殷地改革方式がエジプトにあっ

ては一応の成果をあげつつあるものの，シリア』蒻業にこ

の方式を適用しえないという構造的要因が存在すること

をシリア北部地方の屈粟形態を例証しつつ指接してい

る。 1958年のエジプトおよびシリア合併によるアラブ述

合統一が， 3年後の1961年にはふたたび分離せざるをえ

なかった要困の一つとして，このiと地改革上での不適応

性の間返もここで0f•も杓えられている。

以上の分折に比較してイラク製梁lじ謀狐こ対しては，此

業生脱力あるいは生産方法の側1friからの考察は少なく，

むしるイラク此業の発l展を阻沓する要因として，社会階

級-Kの別窄状態があるために農業生産に従事する』と民脱

の形成を妨げていると指摘している。総じてイラク貶架

I閉俎にOOする実態調在を政治的不安のために行ないえな

かったことが原因となったためか，エジプトあるいはシ
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リブ戯業の分析：•こ校べると若干手杖りなものとなってお

り，イラクのL'足地改J作法を通じての尖深上の成果はとぽ

Lいと指摘しながら，その実態的炭付け自体もややとぽ

しいものが見られるのはやむをえない。

II エジプトの股地改．． 帷

エジプトのJ1!k地改革が当初邸図したものは，促架生旅

の発展ではなく，第 1段階として農民所得の再分面と£俎

菜賃金の上!f-(• をも・たらすことにあったが，梨地改革法の

実施を迎じてこの当初の目的は徐々にでtまあるが， しだ

いに成果をあげつつある。しかし署者は，エジプト股業

発展の間祖的要衷である人口近刷状態についてつぎの二

つの統計的クlilEを行なっている。第 1に人口と耕作地の

関係を見るに， 1924~28年にかけては， i足染生産のイI|Iぴ

が40％であったのに比して，人口哨加率は43％とほぽF」

率であったために人口圧力は股業生迎性を1胆出していな

かったが， 1930年代心まいると 1937~52年のIH)の人口附

加埒叩34％と『5<，これに比して農業生産は11％の削カII

率にとどまっている。これは戦時中を通じて土地迭成が

新たに行なわれなかったために．， ¥)t作地の増大と人¥.I埓I

加とがパランスを保らえなかったことを示している。第

2には，農民 1人当たりの生産性をヨーロッバ語困のJ易

合と比校した場合にはきわめて低いことが指摘しうる。

すなわち，ナイル河流域は批界的にもかなり腐い品棠生

産性を有しており，いわゆる prennialirrigntion（永久

潅砥）の採用によって 1エーカー当たりの netoutput 

は， ヨーロブパが24ボンド平均 (1950年）であるのに比

してエジプげ）場合は45ボンドと約2倍の生産性を有し

ている。しかしながら 1人当たりの生腔生 (netoutput) 

を比較した場合には，ヨーロッパ平均 190ボンド (1950

年）に対してエジプトはわずかに34ポンドと約7分の 1

の低さを有しているにすぎない。かくのごとき人口沿剰

圧力に基づく生活水辿の低さほ，工業音'irりにおける荊用

埴大と耕地面梢の期大によって解決策を見／」！さねばなら

ないが，後者の点は衆知のごとくアスツン・ハイダムの

建設に待っとこるが大である。また署名•ウォリナーは，

人口圧力が地代に及ぼす影勝に関してつぎのごとく述べ

ているc すなわら，以iltit．孜幣地（もが一般的であったに

もかかわらず，人口哨加に伴ってJ也代が上昇した結果，

土地の狩本価（直（土地の収益からft木遠元した土地価格）

を1-．．回って地iliが上昇することとなり，土池所有者は自

己股菜経営を放菜してより高いj也代を対(1lliとする小作1tlJ

を実施することにより，自己経営(/)湯合よりも高い収入
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をあげることができるため，此池改j'I’;．法施行直・1lijの1947

~48年では，股業経岱が作物地知・こよる小作側に逆もと・

りする現象を坐しているのがそれである。しかしながら，

エジプト政府の公式発表によれば，殷地改革法の三つの

目的である土地の再分配， j也代の引き下げ，および品菜

労働政金の引き上げのおのおのは，その月的に従って逹

成されつつあるといわれており， 1955年 1月には改革:11fi

に比較した地代の引き下ャ只率は約40%，小作収入の哨)JII

は約50％であるとされている。これについてウォリナー

は，「立法措性によって地代を引き下げることはきわめて

むずかしいことであるが， 1955年 1月において地代が約

40％引き下げられたということ tこは相当の侶びょう性が

ある」と述べているが，他而股地改依が当初慈図してい

たことは，士地再分『Lと地代の引き下げによって，土地

所有名が引き続き．4-．地形娘で富の所有を行なおうとする

誘困を失わ壮しめることにより， T．業投究をj卯力I：するこ

とにあったが， land bonds が浪渡禁止であったため；•こ

工染投ダi()）it金的経路を失なうこととなり，また人口H.．

カのために浮遊労働者に宝で土地再分配を供かしえなか

ったことが股地改革の限界であったと考えられ，今後は

more Jund and more waterが所得均等化のための要諮

である。

皿 シリアの私企業

以上のエジプト』該菜とは対照的に，シリアi蒻業の持つ

裔庶生産付；を蒋者は高く評価しつつ，第 1にはエジプト

股業にとって[I.II.:(9,:J要因であった人口圧力がシリアにお

いては見られなかったことと，第 2には，エジプトと屎

なって商業佼本による拡大生産が行なわれたことがシリ

ァ晨菜の発展の唯一最大の原西であったことを指挽して

いる。またそれと同時に，これら商業狩本による機．ケ文化

股耕はシリア内の新lli地である北部地方 (Taurus山脈

からシリアさばくを経て，アレッボよりイラク国採；•こ至

る降爾地域）に見られるもので， 11:1品耕地であるハマ・

ホムス地方では依然と Lて刈分小作11ilj庇が一般的に残っ

ているという対l殴I液を見せている。また，これら品業経

，，営方式の不駒性のため：•こ，シリア品地改革がエジプト

のごとく画ー的に行ないえながった点がきわめてすぐれ

た実証によって指旅されており，このiBの中でも内容的

にはもっともすぐれた分析を示している。

シリア北慾の此菜：•こあって，特後的な点として示しう

るものは，先述した辿り商業沢本による拡大生産である

が，これはことに綿花生産の湯合に悩業金滋の活動が落・



しかったとされており，アメリカ，ヨーロッパのJ易合tこ

は通常晶耕技術の改良に先立ってまず農耕地の拡大が先

決lt！紺として、忽がれ，ことにヨーロッバにあっては，脱

史的には FeudalRegime iこおいて股耕地拡大がほぼ完

了した後に品業生産性の向上が問題とされたのに比較す

れば，シリア翡業の場合には祈砂架浩級によるトラクター

農耕が，此耕地拡大の要因であった点が災色とされてい

る。

商槃トラククー股耕階級は，発生的にはトルコからの

第 1次大戦後のキリスト教徒移民が中心となっていたた

めに，北部地方の股耕地を従来から月j•打する Sheiks との

問に借地契約を締結することによりt隷ltを開始したが，

これら大股業企業家は潅漑，ボンプ旅設等を救設した後

しだいに旧 Sheiksから土地を買い入れることによって

士地所布者に転化した。かれらの狩木は当初第 1次大戦

中の商業利洞に依存したが，現在ではAgricultura]恥 nk

あるいは State恥 nkからの（昔入等，銀行イ8.Jtlによる(J)

が一般的となり．綿花技術指祁者としてエジプトから技

術者を屈い入れるぽか，貨金労佛者をトラククー技術者

あるいは綿化つみとりの季節労佛者の形で屈用する形熊

を採っている。したがって人口圧）Jの点を注目すれば，

これら新開発地はむしろ労貌力不足型であり，ハマ・ホ

ムス地方のIIi』赳耕地が人口過剰型であるのと対照的であ

るが，シリア典菜全体として人口圧力は地域的なもので

あってエジブトのごとく人ll過剰が臭業を圧iflする淡困

とはなっていない。

これら北部の商業沢本キ孜的戯業径営に対比してIFI批

耕地ではオロンテス河流域の潅砥農法によっているがこ

こでは Share-croppingが継続しているために地主と小

作人間での殻物分配率9ま人口糊密度によって巽なり，地

主によって潅漑用水が供給される地眩では地主の取り分

がおのずから高く，中央シリアでは一般的に50%:50% 

の分品率であるといわれる。ハマ・ホムス地玄ではオロ

ンテス河の潅猥計画によって綿花生産が可能となったも

のの，全体としてこの旧股耕地には伝統的な合困が支配

しており；国家的には経済的巡歩が見られながら，この

地方への波及は少なかった。もっとも刈分小作制殷が一

般的である場合も，；との土地J所有形態が技術群入0)妨げ

になっているわけではないが，むしる社会的泄歩0)ijLIl••

的痰忍として｛勝いており，現在では人口移住によって人

ロ圧力を戟少することが沼まれている。

W 半月形地方の土地所有法

害評

培沿はlill教法；．：：：J；る土地所イi形態として五つのカテゴ

リ・→をあげているが，これらはl甜布地を＃J卜作者に再分配

する際の所布椛移転に関する法的根拠となるもので，

1958年のオットーマン法に］しづく＿七地法が起源となって

いる。これら法概念は1930年代にシリアおよびイラクに

おいて新立法がf|il定されるまで．土地所布椛の法的根挺

となった。しかしながら今Hにおいては，これらカテゴ

リーはほとんど重要な邸味を布せず，フランス法の所布

権概念の中にとり入れられているにすぎない。

これら五つのカテゴリーのうち注且すべきは (1)mulk 

landおよび (2}Miri landの区分であるが，（1)のmulk

land iまその北地に関する絶対的所有権と用益椛とが紺

人に外｝せられる土地であって，アラピア語の mulkは

supreme authorityを邸味するところに由来している。

これに対して(2)の Miriland)i絶対的所有権が同家に帰

属し，上地の用益権のみが阻人に帰属するものであって，

国家は佃人に＿・セ地を負iやする形をとるものである。

オットーマン時代の上地法の特色は土地耕作者に対し

て1¥,1が111接に用益椛を投与するところにあり，したがっ

て国と耕作者との間に他のいかなる仲介的受益者の介入

も認め咲これによって部族長や徴税官から個人の十．地

占布権を確立することを慈図したもので，土地所布の中

央船権化と歳入の最大限を，JI・ったものといわれるe

その後1930年頃に至 I)' フランスの委任統治下で？ラ

ンス市民法の所布権概念が土地所布形慇の上にも群入さ

れたが，このフランス法の影孵のために，土地測枯：と土

地所有権の登録という方法を通こて佃人の絶対的．十＿地所

有制腹が確立され，その安全性が与えられる反面，従来

の半共同体的土地探有形態が失われて，回教法にいう国

家の土地所有概念としてはわずかに未登録土地（偕人占

有の末登録上地，未Pi1墾地・または非占有地） tこのみ残さ

れることとなった。

V イラクにおける社会的爽空

署者ウォリナーはイラクの』足地改i'［の過程で誤急な問

題として，土地の効率的な利用を行なうための諸種の珠

様が整伽されていない点を指摘しており，第 1にティク・

リスおよびユーフラテス剖の潅漑用水がナイル河のごと

く規l{ll的なコントロールの下に悶かれ・（おらず，南部イ

ラクでの・洪水視象のために土壌の）把沃性を維持しえない

こと，第 2には旅漑用水の絶対不足があるために生産の

Jf(大が期待できず，クットおよびヒンディーヤにある 2

カ所(/)貯水ダムが股耕tこ十分な水址を供給していないこ

9ぅ
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と，第 3には椛漑屁耕Jt[！1l}は古く悔粋・デルクであったた

めに土壌の塩分含有皮が油く，農業上の妨げとなっ-cい

る等，自然的条件においてシリアないしはエジプトに比

餃した為合成l：にある、ことを掲げている。緊急の課題と

してはこれら l.'l然条件の整iiiiのためのダム建設，土地造

成，股民の移住等を必要とするが，他方社会構造(f•Jtこみ

た J•易合のイラクの後進性として著者が力説する点は，股

地改i’It.(J）．遂行の過程；•こあってその生産の担い手となる階

級の欠如であり， IH米の部族（lり社会に函する保守的附附

と他方では都市生活名の中で形成された岱裕陛囲とのご．

つのグループが共存しているが，前者は農村における支

化階級を形成し，後者は都市におい・c新たに貨の各f，'iを

行ないながら社会的紅識としては依然として部族（lり社会

に属することから脱しされず，狙ぼした階級捻識をまだ

形成し・-cいない。したがって批村はまだ共同体的段階に

あり経済力発股のIull台とはなりえないといわれる。

滸社はまた，アラフ泄：界の経済発股の道は何によるか

とl関われれば，サウジアラビアあるいはクエイトと沢諒

を代にする半月形地方にとっての］、随盤は供菜IHI題：こ対す

る投期的政策の確立であって，エジプト型の製地改』'(io)

理想が社会(I勺兵空を乱じめうると主張している。

（大蔵省為替局 布村彰男）
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第 li衣 i;··I•両の概要と勧告

ー計lWi(}）概痰・政策および措骰にかんする近要な勧告ー一~ ： 
第2章 計雨の性格

ー計画の木質と l] 的・クi木形成の促進・腿業の振張・工業化は長期目探•生｝蛮計画との閃述における ； 
社会(lり沢本・政府の役割・民間1部門に影，.翠する公共政策・迎営上の問題． l国民の参hn-- ! 

第3fg fi金および外貨

一経済およびtl：会 I｝ ii発計画の．tr.．衆方法・提案された国民総~,:_旅，所得水準および因家支 11.i(}）形式・公 ！ 
共投咬i•I•i!-"i •Lili·ii部門：•こたいする投狩・外貨nl•訓ー一

第4卒 財政，通箕および外貨政策

一調盤，統合された財政，通貨および外貨政策(})必要•財政政策・通貨および融咬政策・外貨政策― i 
第5索 批郷り発計画

一 要 旨 ・計画＿

第 6箪 工業および鉱業開発計画

ー一麟・エ菜および鉱業開発計画—

第7堂 役務開発計画

一詞・計両ー一

第8卒貿易お よ び 麟 疇 計 画

i -—要旨・計画—--

l 第 9箪 社会開発令l•阿 ！ i ―—蝉・教育·暉・労慟力および労伽福祉・社会稲祉・村落社会開発・公共行政— i 
＇ 第10派 舷 i扱D)Jおよび技術鵡J計画 l 
i --Jィリビンにおけるアメリカの接助計画の地位・アメリカの民問枚済機関からの｝鵡J•国述の技術 ｝ 
： 援助拡大i•I洒・コロンポi噸・ 1960~62麟•1部£にたいする ICA-NEC 援珈嘩・ 1叫！饂・餅J i 
i 告＿ 1 

！ 第11卒 科学および技術lli妙鉗I餌

l -．科学および邸術の役聾ー i 
I 第1碑 大統銑議会および各政府機関の実邸措訟にかんする勧告 ！ 

： ー一大統領による拮既にかんする勅告・諮会による措代にかんする彿告・政府各機関の拮阿：にかんする 1 

! ri!IJ告ー・・ l 
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